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令和３年第１回臨時教育委員会会議録（要旨） 

 

開会日  令和３年３月３１日   

場 所  市役所４０６会議室 

時 間  午前９時 開会 

 

（出席委員） 

豊田教育長、佐藤委員、鈴木委員、渡邊委員、滝委員 

 

（欠席委員） 

  なし 

 

（委員以外の出席者） 

金澤教育部長、滝学校教育課長、早川生涯学習課長、手塚学校給食センター

所長、古茂田図書館長、園部教育総務課長、赤沼教育総務課主査、畠山教育総

務課主事補、日下部市民福祉部次長、樫村健康づくり支援課長、中野業務課長

補佐 

 

 

（次 第） 

・議 事  議案第１２号 教育委員会事務局職員及び教育機関職員の人事に

ついて 

      議案第１３号 北茨城市学校運営協議会の委嘱について 

      議案第１４号 北茨城市「心の教室相談員」の委嘱について 

      議案第１５号 北茨城市スポーツ推進委員の委嘱について 

      議案第１６号 北茨城市学校薬剤師の委嘱について 

      議案第１７号 北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関

する条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

 

教育総務課長 

  定刻となりましたので、令和３年第１回臨時教育委員会を始めさせていた

だきます。本日は教育部長の後任である日下部市民福祉部次長を始め、樫村

健康づくり支援課長、中野業務課長補佐が出席していますので、御了承願い
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ます。それでは教育長からの挨拶をお願いいたします。 

   

（教育長からの挨拶） 

（議案第１２号 教育委員会事務局職員及び教育機関職員の人事について） 

教育長 

それでは早速でありますが、教育部長から説明をお願いします。 

 

教育部長 

 （別紙議案書に基づき説明） 

 

教育長 

  何か御意見等があればお願いします。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。それでは承認とさせていただきたいと思います。 

 

教育長 

  続きまして、生涯学習課長からお願いします。 

 

生涯学習課長 

  第３回定例教育委員会の議案第６号にて御承認をいただきまして、令和３

年４月１日から関本小中学校に学校運営協議会を設置いたします。学校運営

協議会の設置に伴い、委員を新たに委嘱するものです。また、３月１６日に

は学校運営協議会設置準備会を関本小中学校が行いまして、案ではございま

すが、会長・副会長を選出しております。委嘱期間は令和３年４月１日から

令和５年３月３１日までの２年間となっております。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

教育長 

  ただいま説明がありましたように、モデル校ということではありますが、

学校運営協議会が令和３年度から関本小中学校に設置されます。委嘱期間は

２年間ということで、実質的にはもうスタートの方向で進めていただいでい

るのかなと思っております。学校関係者が５名、その他の地域の方が７名と

 

 

（議案第１３号 北茨城市学校運営協議会委員の委嘱について） 
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いうことで１２名の委員で進めていくということです。ただいまの説明及び

学校運営協議会につきまして御意見・御質問等ございましたらお願いいたし

ます。 

 

渡邊委員 

今回の議案で会長・副会長と入っていたことについては、今の説明でわかり

ました。学校運営協議会委員の定数は１５名だったかと思いますが、地域の声

を聞く事と同時に保護者の声を聞くというのがこれから大事なのかなという

ように思います。その時に７名の地域の方の中で、保護者が２名ということで、

地域の５人に対して保護者が２人では、なかなか意見を言いづらいのかなと思

いました。関本小中学校は市内最初の運営協議会なので、これから前に進む時

に地域の声と同時に保護者の声も聞けるような体制がいいのかなと思いまし

た。今回はこれで良いと思いますが、１５名の枠があるのでそのような所も配

慮していくと良いと感じました。 

 

 

教育長 

２年間の委嘱で進めていただいて、渡邊委員から話がありましたように、多

くの皆様の声を反映していく中で、地域や保護者の皆様の人選または人数的な

ものを今後考慮していかなくてはならないと思います。関本小中学校や事務局

でも今回の意見を取入れ、その他の学校がスタートする時にも反映させていく

ということでよろしいでしょうか。 

 

佐藤委員 

今回は保護者の代表が２名なので、学校運営協議会の会議がある際には、事

前にお知らせして、ＰＴＡの役員会等で意見を集約していただくと、代表とし

ての声が届くのかなというように思いますので、御配慮をお願いします。 

 

教育長 

４月１６日に関本小中学校の第１回目の学校運営協議会が行われ、私も参加

させていただくので、その折にお話をさせていただきたいと思います。    

その他何かございますか。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 
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教育長 

  学校教育課長からお願いします。 

 

学校教育課長 

  今回の委嘱につきましては７名を委嘱し、全員が再任となります。華川中

学校と磯原中学校が統合となり、華川中学校から生徒が磯原中学校に行くと

いうことを考えて、令和２年度まで華川中学校に配置されていた相談員の方

を磯原中学校に配置します。 

任用期間は令和３年４月１日から令和４年３月３１日までとなります。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育長 

  それぞれの中学校で心の教室相談員の委嘱ということで、前年度に引続き

お願いするようになるかと思いますが、委嘱期間は１年間で活動していただ

くようになります。何か御意見等はありますか。 

 

渡邊委員 

心の教室相談員は各学校に予算を配当して、指導時間を考えているわけです

よね。学校ごとに予算を配当して、相談員が２名いる学校でも指導時間数とし

ては、２人で総時間数を満たすように調整しているかと思います。磯原中につ

いては２校分の時間数という考えでよろしいですか。 

 

学校教育課長 

予算については、全体としての勤務日数と時間で算出しており、要項として

は、１校あたり９０日程度という目安です。ただ、１校に複数の相談員を割り

当てて、複数で調査研究を行うことができるとしておりますので、柔軟性を持

たせて、その予算の範囲で対応するというようにしています。以上です。 

 

教育長 

  何か御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

 

（議案第１４号 北茨城市「心の教室相談員」の委嘱について） 
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（議案第１５号 北茨城市スポーツ推進委員の委嘱について） 

生涯学習課長 

令和３年３月３１日をもちまして、北茨城市スポーツ推進委員が任期満了を

迎えるため、委員を委嘱するものです。 

今回は２名の委員の方から辞退の申出がありましたので、新たに２名の方に

委員のお願いをしています。定数２３名のところ２２名の委嘱となります。 

任用期間については令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年

間となっています。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育長 

  何か御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（議案第１６号 北茨城市立学校薬剤師の委嘱について） 

教育総務課長 

今回の委嘱につきましては、華川中学校の廃校に伴う委嘱となります。 

委嘱日は令和３年４月１日となります。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

教育長 

  何か御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

（議案第１７号 北茨城市民ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施

行規則の一部を改正する規則について） 

教育長 

  生涯学習課長から説明をお願いします。 

 

生涯学習課長 
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これまでふれあいセンターの管理は、指定管理によりあかね財団に委任して

おりましたが、令和３年度より市の管理となるため改正を行うものです。 

主な改正点としましては第２条第３項中「指定管理者」を「教育委員会(以

下「管理者」という。)」に改め、「教育委員会の承認を得て」を削除します。

これは先ほど説明した通り指定管理から市の管理に変わることによるもので

す。第３条及び第４条中「指定管理者」を「管理者」に改めます。第５条の改

正は語句の訂正ですので説明は省略します。第６条中「指定管理者」を「管理

者」に改めます。次第７条但し書き中「指定管理者を管理者に改め、教育委員

会の承認を得て」を削除します。第９条中「。以下「免除申請書」という。」

及び「。以下「免除承認書」という。」を削除します。これは以降の条文に様

式第５号と様式第６号の記載が無いため文言を削除します。次に第１０条第３

号アの「使用日の一ヶ月前」を「許可書又は変更（取消し）許可書の交付があ

った日から使用日の１月前の日」に改め、同号イの「使用日の」を「使用日の

１月前の日の翌日から使用日の」に改めます。これは使用料還付基準について

より明確にするため改めたものです。第１１条及び第１２条中「指定管理者」

を「管理者」に改めます。最後になりますが、第１４条中「教育委員会」を「管

理者」に改めます。施行日は令和３年４月１日となります。 

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いします。 

   

 

教育長 

  何か御意見等ございますか。 

御質問等ないようなので、原案のとおり承認ということでよろしいですか。 

（「はい」の声多数） 

ありがとうございます。 

 

教育長 

  本日の議事につきましては、全て終了しました。 

  その他、何かございましたらお願いします。 

 

学校教育課長 

机上に、令和３年度磯原中学校の学校評議員の委嘱についてという資料をお

配りさせていただきました。これは前回の定例委員会の際に、令和３年度の学

校評議員の委嘱について御承認いただきました折に、磯原中学校の評議員を華

川学区から１名または２名追加するのが適切ではないかとの御意見をいただ

 

2 
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き、磯原中学校長から再度推薦していただいたものです。１名を追加し、合計

８名を委嘱するということで対応したいと思います。以上です。 

 

教育長 

その他何かございますか。 

 

滝委員 

常陸太田市が来年度も２学期制を実施するという新聞記事がありました。昨

年度は休校期間があったことから特例的に実施した市町村を含めて１１市町

村が２学期制を実施したそうです。常陸太田市が３年度も実施することを考え

ると、何かメリットがあるのかなと思いますので、どのようなメリットまたは

デメリットがあるかということを一度精査して、検討する必要が出てくるのか

なと思います。最悪の事態を想定して、前倒しで取組んでいく必要があると考

えた時に、２学期制も視野に入れて情報収集をしていく必要も出てくるのかな

と思います。働き方改革の観点からも期末事務等の負担が減ってくるのかなと

も思いました。 

 

教育長 

２学期制につきましては、高等学校ではもう２学期制を推進しておりまして、

小中学校でも２学期制について検討を行ってきたところです。昨年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響で滝委員からもありましたように、様々な事務処理

の軽減、授業時数の確保といったところを考慮して、２学期制を実施した市町

村もありました。本市においても１学期の始業、それから２学期の始業式、終

業式、３学期の始業式は給食を出して、授業を実施するなど、授業時数の確保

に取組んでいるところです。総合的に考えて２学期制がいいのか３学期制がい

いのか検討していく余地はあると思います。今年は３学期制で実施しますが、

次年度については、意見を聞き、検討を進めていきたいと思います。 

 

学校教育課長 

教育長から大体の話があったところですが、令和２年度は臨時休業が長期化

する中で教育課程をどう進めていくか、授業時間をどうやって確保するかとい

うことについて、学校長会の話合いの中でも２学期制は検討されました。しか

し、令和２年度は解除の見通しが立ち、夏季休業を短縮して対応すること、児

童生徒や保護者へ学習の進み具合や子供達の取組みの様子等を知らせる意味

で、３学期制で通知表を出すようにしたほうがいいだろうという意見もあって、

２年度は２学期制を実施しませんでした。 
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しかし、教育長からも話があったように今後検討していく必要は大いにある

と考えています。働き方改革の流れがあって働き方改革を進めながらその事務

作業的な時間を軽減するとともに子供たちへの関わりを充実させるという視

点からもぜひ検討したいと考えているところです。以上です。 

 

渡邊委員 

祝日が変更となりましたが、学校の教育課程編制等への対応は間に合ってい

ますか。 

 

学校教育課長 

学校から集まってきているところですので、確認したいと思います。 

 

渡邊委員 

日立市では４月中は保護者を学校に入れないような措置を取っていると聞

きましたが、教育長会議等で話はありましたか。 

 

教育長 

  特に話はありませんでした。 

その他いかがでしょうか。 

それでは最後になりますが、異動される方々から一言ずつお願いします。 

 

教育部長 

私は２年間教育委員会でお世話になりました。平成３１年度に参りまして、

大津の御船祭りから始まりまして、国体など様々なイベントで１年目は非常に

多忙なスケジュールの中で充実した日々を過ごせました。新型コロナウイルス

感染症が途中から流行し始めて、２年目の令和２年度につきましては、行事が

まったく無いような状況になりまして、非常に激動の２年間だと思っておりま

す。各課長や係員含め、いろんな場面で協力していただきまして、無事に２年

間務めさせていただきました。引続き別の部署になりますが、勤務しておりま

すのでよろしくお願いいたします。２年間ありがとうございました。 

 

教育総務課長 

３年間教育総務課でお世話になりました。教育総務課に来るまでは事業部ば

かりだったものですから、大変戸惑いました。磯原中学校と華川中学校の統合

関係から用地買収、設計、施工、そして磯原中学校の建設ということで最終的

には９月に伸びてしまいました。色々ありますが、多々の至らない所が沢山あ
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り、本当に教育委員の皆様、教育長をはじめ、皆さんに御迷惑をおかけしたと

思っています。今後は５月いっぱいには校舎は完成しますし、グラウンドは校

舎の周りが７月頃になってしまうのですが、それ以外は５月から６月に完了す

るということで、７月に内覧会を実施し、９月１日に開校というように進めて

います。遅れてしまって申し訳ありませんでした。また、３年間至らぬ点ばか

りでしたが、自分なりに何とかやってこられたと思っています。３年間ありが

とうございました。 

 

図書館長 

教育委員会には４年間お世話になりました。その間に体調を崩したりと、何

度も異動するようになってしまいまして、皆様には御心配や御迷惑をおかけし

ました。励ましていただき、支えていただいたおかげでなんとか４年間やって

こられました。今度は市民課に異動となりまして、市民課は震災の年以来１０

年ぶりとなります。体調に気を付けながらがんばりますので、何かありました

らお声かけください。ありがとうございました。 

 

教育総務課長補佐 

教育委員会で教育総務課総務学務係に５年間勤務させていただきまして、教

育委員会の会議の運営等を担当させていただきました。その間行き届かない所

が多々ありまして、皆様には御迷惑をおかけしたと思いますが、助けていただ

きながらなんとか務めてまいりました。本当にお世話になりました。ありがと

うございました。 

 

教育長 

転出者の皆様の代表としてお話いただきましたけども、もう少し一緒にお仕

事したいところではありますが、新たな赴任地で活躍していただきたいと思い

ます。また、転入者につきましても３名の方々がいらしていますが、次回の折

に御挨拶等をいただければと思っています。よろしくお願いいたします。 

 

（閉 会） 

教育長 

  以上をもちまして令和３年度第１回臨時教育委員会を閉会いたします。あ

りがとうございました。 

 

                     閉会 午前９時５５分 
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令和  年  月  日 

  

議事録署名    


